
表1情報公開制度における開示請求の状況

でくく、、一、・′≒、三一一軍勢機簡こてミ′′′　′ ��件数 �読 �□ キ㌔ �文書 不存在 

市　長 �法　務　担　当 �2 �1 �1 � 

市　民　課 �5 � �4 �1 

課　税　課 �3 �3 � � 

生活福祉課 �1 � � �1 

環　境　課 �2 � �2 � 

下　水　道　課 �2 �2 � � 

拝島駅関連事業担当 �1 �1 � � 

都市計画課 �1 � � � 
教育 委員会 �指　　導　　課 �2 �2 � � 

合　　　計 ��19 �9 �7 �2 

※一部開示＝個人情報などの記載があるため、その部
分を除いて開示しました。

※公文書不存在＝その情報を実施機関が持っていないた
め、開示の喜看求を‡巨否しました。

※市長（都市計画課）への開示請求は、取り下げとなり
ました。

表2　個人情報保護制度における開示請求の状況

弓何 件 �賑ノ �讐冨曹 � 

市　長 �秘書広報課 �1 � �1 � 

企画政策課 �1 � �1 � 
法　務　担　当 �1 � � �1 

市　民　課 �9 �1 �2 �8 

生活コミュニティ課 �1 � �1 � 

介護福祉課 �11 �11 � � 

保険年金課 �3 �3 � �1 
子ども子育て支援課 �1 �1 � � 

合　　　計 ��28 �16 �5 �10 

※一部開示＝第三者の権利利益を侵害するおそれなど
があるため、その部分を除いて開示しました。

※不開示＝その情報を実施機関が持っていないため、
不開示としました。

※市長（市民課、保険年金課）については、1件の請求
に対して複数の決定をしたものがあります。

※マイナンバーを含む個人情報の開示書芸求は
せんでした。

表3　個人情報の目的夕捕り用・外部提供の状況

平
成
2
7
年
度
情
報
公
開
制
度
、

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

情
報
公
開
制
度
と
個
人
情
報
保
護

制
度
は
、
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す

る
た
め
に
必
要
な
制
度
で
す
。

情
報
公
開
制
度
は
、
市
が
持
つ
情

報
を
開
示
請
求
す
る
権
利
を
定
め
て

い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
持

つ
自
分
の
個
人
情
報
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

を
含
む
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に
つ
い
て
、
開
示
・
訂
正
な

ど
の
請
求
権
を
明
ら
か
に
し
、
自
分

の
情
報
を
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
権
利
を
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障
し
て
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ま
す
。

☆
詳
し
く
は
、
法
務
担
当
へ
。

間
引
酎
削
董
墓
室

◎
開
示
の
請
求

市
に
あ
る
公
文
書
を
ど
な
た
で
も

開
示
請
求
で
き
ま
す
。

2
7
年
度
の
開
示
請
求
の
状
況
は
、

表
1
の
と
お
り
で
す
。
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行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー

情
報
公
開
の
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環
と
し
て
、
市
役

所
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階
行
政
資
料
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

市
の
刊
行
物
、
議
会
の
会
議
録
な
ど

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

閤
酎
削
副
書
嘗

◎
開
一
甲
訂
正
・
削
除
・
中
止
の
請
求

市
が
持
っ
て
い
る
自
分
の
個
人
情

報
の
開
一
空
調
求
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

実
施
機
関
が
条
例
で
定
め
る
制
限
を

越
え
て
個
人
情
報
を
利
用
・
提
供
す

る
、
ま
た
は
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
、
個
人
情
報
の
訂
正
・
削
除

の
請
求
、
目
的
外
利
用
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保
有
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的
以

外
で
の
利
用
）
及
び
外
部
提
供
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市
以

外
へ
の
提
供
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中
止
の
請
求
が
で

き
ま
す
。

2
7
年
度
の
開
示
請
求
の
状
況
は
、

表
2
の
と
お
り
で
す
。
訂
正
・
削
除
・

中
止
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求
は
あ
り
ま
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で
し
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目
的
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部
提
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市
が
持
っ
て
い
る
個
人
情
報
の
目

的
外
利
用
や
外
部
提
供
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プ
ラ
イ

バ
シ
1
保
護
の
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点
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原
則
と
し

て
禁
止
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れ
て
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す
。

た
だ
し
、
本
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の
同
意
が
あ
る
場

合
や
事
前
に
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
運
営
審
議
会
の
同
意
を
得
た
場

合
な
ど
は
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
ま

す。

そ
の
運
用
状
況
は
、
表
3
の
と
お

り
で
す
。

情
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・
個
人
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情
報
公
開
・
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会

開
示
な
ど
の
請
求
に
対
す
る
市
の

決
定
に
不
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が
あ
る
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合
は
、
不
服

申
し
立
て
や
取
消
訴
訟
の
提
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が
で

き
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し
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た

場
合
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原
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て
情
報
公
開
・
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保
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審
査
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、

答
申
を
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け
て
、
そ
の
申
し
立
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に

対
す
る
決
定
な
ど
を
行
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ま
す
。

2
7
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不
服
申
し
立
て
は
あ

り
ま
せ
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で
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た
。

市
で
は
、
情
報
公
開
制
度
と
個
人

情
報
保
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の
適
正
な
運
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を
図

る
た
め
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

運
営
審
議
会
を
設
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て
い
ま
す
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2
7
年
度
は
、
4
月
、
7
月
、
8
月
、

1
1
月
の
4
回
開
催
さ
れ
、
個
人
情
報

保
護
制
度
の
重
要
事
項
に
関
す
る
諮

問
4
件
、
個
人
情
報
の
目
的
外
利
用

に
関
す
る
諮
問
2
件
に
つ
い
て
答
申

が
あ
り
ま
し
た
。

諮
問
及
び
答
申
の
内
容
は
、
市
役

所
法
務
担
当
及
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。



視提戯坂詰輌解
2020年に開催する東京オリンピック・パラリン

ピックに向けて、外国人観光客が安心して滞在で

きるよう、おもてなしの心と英語を学びます。

受講後は、外国人おもてなし語学ボランティア

として、簡単な外国語で積極的に声をかけ、道案

内などの手助けを日常生活の中で自主的に行って

いただきます。
く〇目時　8月22田の午後1時30分～5時、8月29

日・9月12日・9月26日・10月3日の午後1時

30分～3時30分（いずれも月曜日／全5回）

〈＞場所　公民館

く＞対象15歳以上（中学生を除く）で、全日参加で

きる方
※同様の講座を受けた方を除きます。

◇定員　36人（多数抽選）

〈〉参加責　無料

☆申し込みは、8月1日までに社会教育係へ。

制川棚仲川柵川こ
外国人学校に在籍している児童・生徒の保護者

で、昭島市に住民登録のある外国人の方を対象に、

補助金を交付します。

◇補助鮫（児童・生徒1人につき）
＊小学生＝月額1000円

＊中学生＝月額1100円

☆詳しくは、学務係へ。

公
園
の
利
用
は
マ
ナ
ー
を
守
っ
て

市
が
管
理
す
る
公
園
・
児
童
遊
園

は
8
9
か
所
あ
り
、
多
く
の
方
に
利
用

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん

の
不
始
末
や
ご
み
の
散
乱
、
夜
遅
く

の
騒
ぎ
声
・
騒
吉
な
ど
の
苦
情
も
多

く
市
に
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

特
に
夏
は
公
園
を
利
用
す
る
機
会

が
増
え
る
時
季
で
す
。
マ
ナ
ー
を
守

り
、
快
適
に
利
用
で
き
る
よ
う
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

声
、
公
園
の
利
用
マ
ナ
ー

＊
ペ
ッ
ト
の
ふ
ん
は
飼
い
主
が
持
ち

帰
り
ま
し
ょ
う

＊
ご
み
は
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う

＊
花
火
を
す
る
、
夜
遅
く
ま
で
騒
ぐ

な
ど
、
公
園
の
周
辺
に
住
ん
で
い

る
方
に
迷
惑
と
な
る
行
為
は
や
め

ま
し
ょ
う

＊
水
道
水
は
大
切
に
使
い
ま
し
ょ
う

＊
遊
具
は
安
全
に
使
い
ま
し
ょ
う

＊
池
な
ど
で
の
水
遊
び
は
や
め
ま

し
ょ
う

＊
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
球
技
を

す
る
、
ド
ロ
ー
ン
や
ラ
ジ
コ
ン
を

飛
ば
す
な
ど
、
危
険
な
遊
び
は
や

め
ま
し
ょ
う

☆
詳
し
く
は
、
公
園

管
理
係
（
昭
和
公
園

管
理
事
務
所
内
）

5
4
1
0
0
4
6
へ
。

…
幼
稚
園
な
ど
の
保
育
料
の
一

保
育
料
・
入
園
料
・
教
材
費
な
ど

の
～
部
を
補
助
し
ま
す
。
補
助
額
は

家
族
構
成
や
世
帯
の
収
入
な
ど
に
よ

り
異
な
り
ま
す
が
、
保
護
者
が
負
担

し
た
金
額
が
上
限
で
す
。

申
請
書
は
、
6
月
中
旬
に
幼
稚
園

な
ど
を
通
じ
て
配
布
し
ま
し
た
が
、

届
い
て
い
な
い
場
合
は
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

省
り
就
園
奨
励
責
補
助
金

平
成
2
8
年
度
分
を
来
年
1
月
に
支

給
し
ま
す
。
た
だ
し
、
認
定
こ
ど
も

園
に
在
園
し
て
い
る
場
合
や
、
所
得

制
限
額
を
超
過
し
て
い
る
場
合
は
、

対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

蒋
園
児
保
護
者
補
助
金

1
0
月
と
来
年
3
月
に
支
給
し
ま

す
。
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
詳
し
く
は
、
子
ど
も

子
育
て
支
援
係
へ
。


